
亀山市告示第５６号  

 亀山市社会的事業所創業支援事業補助金交付要綱の一部を改正す

る告示を次のように定める。  

  平成２９年３月３１日  

亀山市長 櫻 井   義 之  

 

   亀山市社会的事業所創業支援事業補助金交付要綱の一部を改

正する告示  

 

 亀山市社会的事業所創業支援事業補助金交付要綱（平成２６年亀

山市告示第５６号）の一部を次のように改正する。  

 第６条中「最初に補助金の交付を受けた年度から３年間」を「社

会的事業所が創業を開始した日以後４年間」に改める。  

 様式第１７号を次のように改める。  



様式第１７号（第１２条関係） 

 

事業売上等の状況報告書  

 

月  事 業 売 上 額  必 要 経 費 額  収 益 額  具 体 的 な 事 業 内 容  

４ 月  円  円  円   

５ 月  円  円  円   

６ 月  円  円  円   

７ 月  円  円  円   

８ 月  円  円  円   

９ 月  円  円  円   

1 0 月  円  円  円   

1 1 月  円  円  円   

1 2 月  円  円  円   

１ 月  円  円  円   

２ 月  円  円  円   

３ 月  円  円  円   

計  円  円  円   

 



 様式第２１号中「予算額」を「決算額」に改める。  

   附 則  

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  


